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後期高齢者医療支援事業

１ 趣 旨

高齢化に伴う医療費の増加が見込まれる中、現役世代と高齢者の負担の公平化を図りつつ、持続

可能な制度とするために、後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が平成２０年度から施行さ

れた。

当該制度が安定的に運営できるよう、低所得者の保険料軽減など国保と同様に法に基づき各種支

援策が講じられ、これらに県の負担金を交付するなど、事業の安定化を図っていく。

なお、当該制度は平成２４年度末に廃止の予定であり、後継制度について検討が進められている。

２ 事業の概要

事 業 区 分 補 助 の 対 象 事業主体 補助率

医療給付費負担金 医療給付費の一定割合を負担 後期高齢者医 国 ２５％

療広域連合 県 ８％

市町村 ８％

基盤安定負担金 低所得者の保険料の軽減相当額 市町村 県 ３/４

の一定割合を補填 市町村 １/４

高額医療費負担金 高額な医療費の発生による財政 後期高齢者医 国 １/４

リスクを緩和するため、レセプ 療広域連合 県 １/４

ト１件あたり８０万円を超える 広域連合 １/２

医療費の部分を負担

財政安定化基金 保険料未納リスク、給付増リス 県 国 １/３

ク等に対応するため、貸付等を 県 １/３

行う 広域連合 １/３

３ 平成２２年度予算額

９，７０６，５８０千円

医療給付費負担金 ７，７１５，０９１千円

基盤安定負担金 １，４４８，００８千円

高額医療費負担金 ２７９，２８０千円

財政安定化基金 ２６４，２０１千円 （担当課 健康推進課）


